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--------------------------------------------------------------------------------

第１章　総　則　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

（この法律の目的） 

第１条 　この法律は、地方公務員の公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。

　　　　）又は通勤による災害に対する補償（以下「補償」という。）の迅速かつ公正な実施を

　　　　確保するため、地方公共団体に代わつて補償を行なう基金の制度を設け、その行なう事

　　　　業に関して必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員の補償に関して必要な事項

　　　　を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目

　　　　的とする。

（定義） 

第２条 　この法律で「職員」とは、常時勤務に服することを要する地方公務員（常時勤務に服す

　　　　ることを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方

　　　　公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。）をいう。

  

　２　 　この法律で「通勤」とは、職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経

　　　　路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。



  

　３　 　職員が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該

　　　　逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱

　　　　又は中断が、日常生活上必要な行為であつて自治省令で定めるものをやむを得ない事由

　　　　により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限

　　　　りでない。

　４　 　この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診

　　　　断によつて疾病の発生が確定した日（第７項において「災害発生の日」という。）の属

　　　　する月の前月の末日から起算して過去３月間（その期間内に職員となつた者については、

　　　　その職員となつた日までの間）にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間

　　　　の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算し

　　　　た額を下らないものとする。

1.給与の全部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によ

　つて定められた場合には、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日

　数で除して得た金額の100分の60

2.給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によ

　つて定められた場合には、その部分の給与の総額について前号の方法により計算

　した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額と

　の合算額

  

　５　 　前項の給与は、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、

　　　　通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（これに準ずる手当を含む。）、

　　　　へき地手当（これに準ずる手当を含む。）、農林漁業改良普及手当、時間外勤務手当、

　　　　休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特

　　　　別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び自治省令で定める手当（第１項の政令

　　　　で定める者にあつては、これらの給与に相当する給与）とする。

  

　６　 　第４項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する日がある場合には、その日数及び

　　　　その間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。ただし、控除しな

　　　　いで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限りでな

　　　　い。

1.負傷し、又は疾病にかかり、療養のために勤務することができなかつた日

2.産前産後の職員が、出産の予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあつては、14週間）

　前から出産後８週間以内において勤務しなかつた日

3.育児休業の承認を受けて勤務しなかつた日及び部分休業の承認を受けて育児のた

　め１日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日

4.介護のために承認を受けて勤務しなかつた日

5.地方公共団体の責めに帰すべき事由によつて勤務することができなかつた日

6.職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日



　７　 　前３項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び災害発生の日から補

　　　　償を支給すべき事由が生じた日までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の前

　　　　３項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給

　　　　与額の計算については、自治省令で定める。

  

　８　 　第４項から前項までの規定によつて計算した平均給与頓に１円未満の端数を生じたとき

　　　　は、これを１円に切り上げた額を平均給与額とする。

  

　９　 　傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金（以下「年金たる補償」という。）で、

　　　　その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度（４月１日から翌年３月31

　　　　日までをいう。以下同じ。）の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の

　　　　算定の基礎として用いる平均給与額は、第４項から前項までの親定により平均給与額と

　　　　して計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の４月１日

　　　　における国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）に規定する職員（以下この項及

　　　　び第36条第２項において「国の職員」という。）の給与水準を当該年金たる補償を支給

　　　　すべき事由が生じた日の属する年度の４月１日における国の職員の給与水準で除して得

　　　　た率を基準として自治大臣が定める率を乗じて得た額とする。

  

　10　 　第８項の規定は、前項の平均給与額について準用する。

  

　11　 　年金たる補償について第４項から前項までの規定により平均給与額として計算した額が、

　　　　年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の４月

　　　　１日（以下この項において「基準日」という。）における年齢（遣族補償年金を支給す

　　　　べき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計

　　　　算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢）に応じて自治大臣が最低限度額

　　　　として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞ

　　　　れその定める額を当該年金たる補償に係る平均給与額とする。

  

　12　 　前項の自治大臣が定める額は、自治省令で定めるところにより、労働者災害補償保険法

　　　　（昭和22年法律第50号）第８条の３第２項において準用する同法第８条の２第２項各号

　　　　の規定により労動大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。

  

　13　 　休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後１年６月を経

　　　　過した日以後の日である場合において、休業補償について第４項から第８項までの規定

　　　　により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支

　　　　給すべき事由が生じた日の属する年度の４月１日における年齢に応じて自治大臣が最低

　　　　限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、

　　　　それぞれその定める額を当該休業補償に係る平均給与額とする。

  

　14　 　前項の自治大臣が定める額は、自治省令で定めるところにより、労働者災害補償保険法



　　　　第８条の２第２項各号の規定により労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定め

　　　　るものとする。

第２章　基　金　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

（設置） 

第３条 　職員についてこの法律（第７章を除く。）に定める補償を実施し、並びに公務上の災害

　　　　又は通勤による災害を受けた職員（以下この項及び第47条において「被災職員」という。

　　　　）の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動

　　　　に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うため、地方公務員災

　　　　害補償基金（以下「基金」という。）を設置する。

  

　２　 　基金は、法人とする。

  

（事務所） 

第４条 　基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法（昭和22年

　　　　法律第67号）第252条の19第１項の指定都市（第66条において「指定都市」という。）ご

　　　　とに置く。

  

（定款） 

第５条 　基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

1.目的

2.名称

3.事務所の所在地

4.資産に関する事項

5.運営審議会に関する事項

6.役員に関する事項

7.業務及びその執行に関する事項

8.負担金に関する事項

9.会計に関する事項

10.公告の方法

  

　２　 　定款の変更（政令で定める事項に係るものを除く。）は、自治大臣の認可を受けなけれ

　　　　ば、その効力を生じない。

  

（登記） 

第６条 　基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。



  

　２　 　前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に

　　　　対抗することができない。

  

（民法の準用） 

第７条 　民法（明治29年法律第89号）第44条及び第50条の規定は、基金について準用する。

  

（役員） 

第８条 　基金に、役員として理事長、理事若干人及び監事１人を置く。

  

（役員の職務及び権限） 

第９条 　理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

  

　２　 　理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を

　　　　代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

  

　３　 　監事は、基金の業務を監査する。

  

　４　 　監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は自治大臣に意見

　　　　を提出することができる。

  

（役員の任命及び任期） 

第10条 　理事長及び監事は、自治大臣が任命する。

  

　２　 　理事は、理事長が自治大臣の認可を受けて任命する。

  

　３　 　理事長の任期は、３年とし、理事及び監事の任期は、２年とする。ただし、補欠の役員

　　　　の任期は、前任者の残任期間とする。

  

　４　 　役員は、再任されることができる。

  

（運営審議会） 

第11条 　基金に運営審議会を置く。

  

　２　 　運営審議会は、委員12人以内で組織する。

  

　３　 　委員は、都道府県知事を代表する者、市長を代表する者、町村長を代表する者、都道府

　　　　県教育委員会を代表する者、都道府県公安委員会を代表する者、地方公営企業の管理者

　　　　を代表する者及び学識経験を有する者について、自治大臣が任命する。

  

　４　 　次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。



1.定款の変更

2.業務規程の作成及び変更

3.毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算

4.重要な財産の処分及び重大な債務の負担

  

　５　 　運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて基金の業務に関する重

　　　　要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

  

（業務規程） 

第12条 　基金は、その業務を執行するために必要な事項で自治省令で定めるものについて、業務

　　　　規程を定めるものとする。

  

　２　 　基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを自治大臣に報告しな

　　　　ければならない。

  

（地方公共団体の便宜の供与） 

第13条 　地方公共団体の機関は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地

　　　　方公共団体に使用される者をして基金の業務に従事させることができる。

  

　２　 　地方公共団体の機関は、基金の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建

　　　　物その他の施設を無償で基金の利用に供することができる。

  

（国の配慮） 

第14条 　国は、基金の健全な運営が図られるように、適切と認める技術的援助をする等必要な配

　　　　慮を加えるものとする。

  

（基金の役員及び事務職員の公務員たる性質） 

第15条 　基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法（明治40年法律第45号）

　　　　その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  

（事業年度） 

第16条 　基金の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わるものとする。

  

（事業計画及び予算） 

第17条 　基金は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成して、自治大臣に提出し、その承認を受

　　　　けなければならない。事業計画及び予算に自治省令で定める重要な変更を加えようとす

　　　　るときも、同様とする。

  

（決算） 

第18条 　基金は、毎事業年度の決算を翌事業年度の５月31日までに完結しなければならない。

  



　２　 　基金は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、監事の意見をつ

　　　　けて自治大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  

　３　 　基金は、前項の承認を受けたときは、その財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告

　　　　しなければならない。

  

（借入金の制限） 

第19条 　基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合にお

　　　　いて、自治大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

  

（自治大臣の権限） 

第20条 　自治大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し

　　　　て、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又はその所属職員をして業務若しく

　　　　は財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  

　２　 　前項の職員は、同項の規定により検査を行なう場合においては、その身分を示す証明書

　　　　を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

　 

第21条 　自治大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、定款の変更

　　　　その他監督上必要な命令をすることができる。

　 

第22条 　自治大臣は、基金の役員か法令若しくは定款又は前条の規定による命令に違反したとき

　　　　は、これを解任することができる。

  

（自治省令への委任） 

第23条 　この章に定めるもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、

　　　　自治省令で定める。

  

第３章　補償及び福祉事業　　　　　　　　　　　　戻る

 

（補償の実施） 

第24条 　基金は、この章に規定する補償の事由が生じた場合に、この法律に定めるところにより、

　　　　補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。

  

　２　 　基金は、定款の定めるところにより、従たる事務所の長に補償を行なわせることができ

　　　　る。



  

（補償の種類等） 

第25条 　基金の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

1.療養補償

2.休業補償

3.傷病補償年金

4.障害補償

イ.障害補償年金

ロ.障害補償一時金

5.介護補償

6.遺族補償

イ.遺族補償年金

ロ.遺族補償一時金

7.葬祭補償

  

　２　 　前項各号（第３号を除く。）に掲げる補償は、当該補償を受けるべき職員若しくは遺族

　　　　又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。

  

（療養補償） 

第26条 　職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病に

　　　　かかつた場合においては、療養補償として、必要な培養を行ない、又は必要な療養の費

　　　　用を支給する。

　 

第27条 　前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるも

　　　　のとする。

1.診察

2.薬剤又は治療材料の支給

3.処置、手術その他の治療

4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

6.移送

  

（休業補償） 

第28条 　職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病に

　　　　かかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休

　　　　業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分の60に相当

　　　　する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合（自治省令で定める場合に限る。）には、

　　　　その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

1.監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

2.少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合



（傷病補償年金） 

第28条の２ 　職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾

　　　　病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後１年６箇月を経過した日において次

　　　　の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつ

　　　　た場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。

1.当該負傷又は疾病が治つていないこと。

2.当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表に定める第１級から第３級までの各

　等級に相当するものとして自治省令で定める第１級、第２級又は第３級の傷病等

　級に該当すること。

  

　２　 　傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級

　　　　（前項第２号の傷病等級をいう。第４項において同じ。）のいずれに該当するかに応じ、

　　　　１年につき当該各号に定める額とする。

第１級

平均給与額に313を乗じて得た額

第２級

平均給与額に277を乗じて得た額

第３級

平均給与額に245を乗じて得た額

  

　３　 　傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

  

　４　 　傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第２項各号に掲

　　　　げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応

　　　　ずる協病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

  

（労働基準法第19条第１項の適用の特例） 

第28条の３ 　公務上負傷し、又は疾病にかかつた職員が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後

　　　　３年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償

　　　　年金を受けることとなつた場合には、労働基準法（昭和22年法律第49号）第19条第１項

　　　　の規定の適用については、当該３年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつ

　　　　た日において、同項に規定する休業する期間及びその後30日の期間は、経過したものと

　　　　みなす。

  

（障害補償） 

第29条 　職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病に

　　　　かかり、なおつたとき別表に定める程度の障害が存する場合においては、同表に定める

　　　　第１級から第７級までの等級に該当する障害がある場合には、障害補償年金として、当

　　　　該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、１年につき平均給与額に同表に

　　　　定める日数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第８級から第14級までの等級

　　　　に該当する障害がある場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害の等級に応



　　　　じ、平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額を支給する。

  

　２　 　別表に定める程度の障害が２以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級によ

　　　　る。

  

　３　 　次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。

1.第13級以上に該当する障害が２以上ある場合には、前項の規定による等級の１級

　上位の等級

2.第８級以上に該当する障害が２以上ある場合には、前項の規定による等級の２級

　上位の等級

3.第５級以上に該当する障害が２以上ある場合には、前項の規定による等級の３級

　上位の等級

  

　４　 　前項第１号の規定による等級による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる等級に

　　　　よる障害補償の金額を合算した金額を超えないものとする。ただし、同号の規定による

　　　　等級が第７級以上になる場合は、この限りでない。

  

　５　 　別表に定める各等級の障害に該当しない障害であつて、同表に定める各等級の障害に相

　　　　当するものは、同表に定める当該等級の障害とする。

  

　６　 　障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて

　　　　同一部位について障害の程度を加重した場合には、自治省令で定めるところにより、そ

　　　　の障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補

　　　　償を行う。

  

　７　 　障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表中の他の等

　　　　級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償を行う

　　　　ものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。

  

（休業補償等の制限） 

第30条 　職員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関す

　　　　る指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若し

　　　　くは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若し

　　　　くは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその

　　　　回復を妨げたときは、その者に係る休業補償、傷病補償年金又は障害補償については、

　　　　自治省令で定めるところにより、その全部又は一部の支給を行わないことができる。

  

（介護補償） 

第30条の２ 　傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は

　　　　障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて自治省令で定める程度のものによ

　　　　り、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合



　　　　においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける

　　　　場合に通常要する費用を考慮して自治大臣が定める金額を支給する。ただし、次に掲げ

　　　　る場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

1.病院又は診療所に入院している場合

2.身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第30条に規定する身体障害者療養施設

　その他これに準ずる施設として自治大臣が定めるものに入所している場合

  

　２　 　介護補償は、月を単位として支給するものとする。

  

（遺族補償） 

第31条 　職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、職員

　　　　の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

  

（遺族補償年金） 

第32条 　遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者（婚姻の届出をしていないが、

　　　　聴員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。）、子、

　　　　父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維

　　　　持していたものとする。ただし、妻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同

　　　　様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。）以外の者にあつては、職員の死亡の

　　　　当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

1.夫（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。

　以下同じ。）、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

2.子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあること。

3.兄弟姉妹については、18歳に適する臼以後の最初の３月31日までの間にあること

　又は60歳以上であること。

4.前３号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、

　自治省令で定める障害の状態にあること。

  

　２　 　職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将

　　　　来に向かつて、その子は、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子と

　　　　みなす。

  

　３　 　遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

　　　　の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

　 

第33条 　遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数（遺族補償年金を受ける権利を有する遺族

　　　　及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をい

　　　　う。）の区分に応じ、１年につき当該各号に定める額とする。

１人

平均給与額に153を乗じて得た額（55歳以上の妻又は自治省令で定める障害の状態に



ある妻である場合には、平均給与額に175を乗じて得た額）

２人

平均給与額に201を乗じて得た額

３人

平均給与額に223を乗じて得た額

４人以上

平均給与額に245を乗じて得た額

  

　２　 　遺族補償年金を受ける権利を有する者が２人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前

　　　　項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

  

　３　 　遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じ

　　　　た月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

  

　４　 　遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遣族で遺族

　　　　補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号の一に該当

　　　　するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

1.55歳に達したとき（第１項第１号の自治省令で定める障害の状態にあるときを除

　く。）。

2.第１項第１号の自治省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつた

　とき（55歳以上であるときを除く。）。

　 

第34条 　遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つ

　　　　たときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次

　　　　順位者に遺族補償年金を支給する。

1.死亡したとき。

2.婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）

　をしたとき。

3.直系血族又は直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関

　係と同様の事情にある者を含む。）となつたとき。

4.離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

5.子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の３月31日が終了し

　たとき（職員の死亡の時から引き続き第32条第１項第４号の自治省令で定める障

　害の状態にあるときを除く。）。

6.第32条第１項第４号の自治省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖

　父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき（夫、父母又は祖父母

　については職員の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については18歳に

　達する日以後の最初の３月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に

　達する日以後の最初の３月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上

　であつたときを除く。）。

  



　２　 　遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、そ

　　　　の者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

　 

第35条 　遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が１年以上明らかでない場合には、当該遺

　　　　族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申

　　　　請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同

　　　　順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

  

　２　 　前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止

　　　　の解除を申請することができる。

  

　３　 　第33条第３項の規定は、第１項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項

　　　　の規定によりその停上が解除された場合に準用する。この場合において、同条第３項中

　　　　「その増減を生じた月」とあるのは、「その支給が停止され、又はその停止が解除され

　　　　た月」と読み替えるものとする。

  

（遺族補償一時金） 

第36条 　遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

1.職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

2.遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該

　遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既

　に支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号の

　場合に該当することとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満

　たないとき。

  

　２　 　前項第２号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。

1.前項第２号に規定する権利が消滅した日の属する年度（次号において「権利が消

　滅した年度」という。）の分として支給された遺族補償年金の額

2.権利が消滅した年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の

　額に権利が消滅した年度の前年度の４月１日における国の職員の給与水準を当該

　各年度の前年度の４月１日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準と

　して自治大臣が定める率を乗じて得た額の合算額

　 

第37条 　遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一

　　　　に該当する者とする。

1.配偶者

2.職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3.前２号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していた

　者

4.第２号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

  



　２　 　遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第２号及び第４

　　　　号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母

　　　　を先にし、実父母を後にする。

  

　３　 　職員が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第１項第３号及び第４号に掲

　　　　げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第３号及び第４号に掲げ

　　　　る他の者に優先して遺族補償一時金を支給する。

　 

第38条 　遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付と

　　　　の均衡を考慮して政令で定める額（第36条第１項第２号の場合にあつては、その額から

　　　　同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額）とする。

  

　２　 　第33条第２項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

  

（遺族からの排除） 

第39条 　職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

  

　２　 　職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又

　　　　は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることがで

　　　　きる遺族としない。

  

　３　 　職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける

　　　　権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によつて遣族補償一時金を受ける

　　　　ことができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償

　　　　一時金を受けることができる遺族としない。

  

　４　 　遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受

　　　　けることができる遺族としない。職員の死亡前に当該職員の死亡によつて遺族補償年金

　　　　を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

  

　５　 　遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位

　　　　又は同職位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けるこ

　　　　とができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遣族補償年金を受ける権利を

　　　　有する者であるときは、その権利は、消滅する。

  

　６　 　第34条第１項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

  

（年金たる補償の額の端数処理） 

第39条の２ 　年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100

　　　　円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。



（年金たる補償の支給期間等） 

第40条 　年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利

　　　　が消滅した月で終わるものとする。

  

　２　 　年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌

　　　　月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

  

　３　 　年金たる補償は、毎年２月、４月、６月、８月、10月及び12月の６期に、それぞれその

　　　　前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金

　　　　たる補償は、支払期日でない月であつても、支払うものとする。

  

（支払の調整） 

第41条 　年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の

　　　　分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に

　　　　支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定す

　　　　べき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しな

　　　　い額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであ

　　　　つた部分についても、同様とする。

  

　２　 　同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病（次項において「同

　　　　一の傷病」という。）に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障

　　　　害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅

　　　　した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたと

　　　　きは、その支払われた傷病補償年金は、当該休養補償又は障害補償の内払とみなす。

  

　３　 　同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利

　　　　を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その

　　　　後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は

　　　　障害補償の内払とみなす。

 

第41条の２ 　年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅

　　　　したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償

　　　　の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権（以下この条に

　　　　おいて「返還金債権」という。）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償がある

　　　　ときは、基金は、自治省令で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤

　　　　払による返還金債権の金額に充当することができる。

  

（葬祭補償） 

第42条 　職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対し

　　　　て、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して政令で定める金額を支給する。

  



（死亡の推定） 

第43条 　船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つてい

　　　　た職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が３

　　　　箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が３箇月以内に明らかとなり、かつ、そ

　　　　の死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用

　　　　については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は職

　　　　員が行方不明となつた日に、当該職員は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、

　　　　滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた職員若しくは航空機

　　　　に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた職員の生死が３箇月問わからない

　　　　場合又はこれらの職員の死亡が３箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわ

　　　　からない場合にも、同様とする。

  

（未支給の補償） 

第44条 　補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補

　　　　償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、

　　　　祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの

　　　　（遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族）に、こ

　　　　れを支給する。

  

　２　 　前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序（遺族補償年金に

　　　　ついては、第32条第３項に規定する順序）とする。

  

　３　 　第１項の規定による補償を受けるべき同順位者が２人以上あるときは、その全額をその

　　　　一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全

　　　　員に対してしたものとみなす。

  

（補償の手続） 

第45条 　基金は、この章の規定による補償（傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。）

　　　　を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害

　　　　が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該請

　　　　求をした者及び当該災害を受けた職員の任命権者に通知しなければならない。

  

　２　 　基金は、前項の規定による認定をするに当たつては、災害を受けた職員の任命権者の意

　　　　見をきかなけれはならない。

  

　３　 　基金は、傷病補償年金を支給する旨の決定をしたときは、その旨を傷病補償年金を受け

　　　　るべき者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。

  

（特殊公務に従事する職員の特例） 

第46条 　警察職員、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又

　　　　は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧そ



　　　　の他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災

　　　　害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第28条の２第２項の規定に

　　　　よる額、第29条第１項の規定による金額、第33条第１項の規定による額又は第38条第１

　　　　項の政令で定める額は、それぞれ当該額に100分の50の範囲内で政令で定める率を乗じて

　　　　得た額を加算した額とする。

  

（船員である職員等の特例） 

第46条の２ 　船員法（昭和22年法律第100号）第１条に規定する船員である職員又は公務で外国

　　　　旅行中の職員に係る補償につき特例を設ける必要がある場合においては、政令で特例を

　　　　定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでな

　　　　ければならない。

  

（福祉事業） 

第47条 　基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなけれ

　　　　ばならない。

1.外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事

　業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

2.被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援

　護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の

　事業

  

　２　 　基金は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助

　　　　その他の公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

  

（自治省令への委任） 

第48条 　この章に定めるもののほか、基金の行う補償及び前条の事業に関し必要な事項は、自治

　　　　省令で定める。

第４章　費用の負担　　　　　　　　　　　　　　戻る

（費用の負担） 

第49条 　基金の業務に要する費用は、地方公共団体（市町村立学政戦員給与負担法（昭和23年法

　　　　律第135号）第１条又は第２条の規定により都道府県がその給与を負担する者については、

　　　　都道府県。以下同じ。）の負担金その他の収入をもつて充てる。

  

　２　 　前項の負担金の額は、政令で定める職務の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種



　　　　類ごとの職員に係る給与の総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用その

　　　　他の事情を考慮して政令で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額とする。

  

　３　 　前項の給与の総額とは、給料、報酬、賃金、手当その他名称のいかんを問わず、地方公

　　　　共団体により支払われる給与（退職手当を除く。)の総額をいうものとする。

　 

第50条 　地方公共団体は、前条の規定により負担すべき金額を、自治省令で定めるところにより、

　　　　基金に払い込まなければならない。

  

　

第５章　不服申立て及び訴訟　　　　　　　　　　　戻る

（審査請求等） 

第51条 　基金が行う補償に関する決定（次項の決定を除く。）に不服がある者は、地方公務員災

　　　　害補償基金審査会（以下「審査会」という。）に対して審査請求をすることができる。

  

　２　 　基金の従たる事務所の長が行う補償に関する決定に不服がある者は、地方公務員災害補

　　　　償基金支部審査会（以下「支部審査会」という。）に対して審査請求をし、その決定に

　　　　不服がある者は、さらに審査会に対して再審査請求をすることができる。

  

　３　 　前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して３箇月を経過し

　　　　ても審査請求についての決定がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみ

　　　　なして、審査会に対して再審査請求をすることができる。

  

　４　 　第１項及び第２項の審査請求並びに前２項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁

　　　　判上の請求とみなす。

  

　５　 　第１項及び第２項の審査請求並びに第２項又は第３項の再審査請求については、行政不

　　　　服審査法（昭和37年法律第160号）が適用されるものとする。

  

（審査会及び支部審査会） 

第52条 　基金の主たる事務所に審査会を、従たる事務所に支部審査会を置く。

  

（審査会の組織） 

第53条 　審査会は、委員６人をもつて組織する。

  

　２　 　委員は、学識経験を有する者のうちから基金の理事長が委嘱する。



　３　 　委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

　４　 　委員は、再任されることができる。

  

　５　 　審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

  

　６　 　会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあ

　　　　らかじめ指定する委員がその職務を行う。

  

（合議体） 

第53条の２ 　審査会は、委員のうちから審査会が指定する者３人をもつて構成する合議体で、審

　　　　査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。

  

　２　 　前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつ

　　　　て構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。

1.前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に

　反すると認めた場合

2.前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定

　まらない場合

3.前２号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合

　 

第53条の３ 　前条第１項又は第２項の合議体を構成する者を審査員とし、うち１人を審査長とす

　　　　る。

  

　２　 　前条第１項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長と

　　　　なり、その他のものにあつては、審査会の指定する委員が審査長となる。

  

　３　 　前条第２項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に事故があるとき、又は会

　　　　長が欠けたときは、第53条第６項の規定により会長のあらかじめ指定する委員が審査長

　　　　となる。

　 

第53条の４ 　第53条の２第１項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第２項の合

　　　　議体は、４人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、及び議決することができな

　　　　い。

  

　２　 　第53条の２第１項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決

　　　　する。

  

　３　 　第53条の２第２項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの３人以上の者の賛成をも

　　　　つて決し、可否それぞれ３人のときは、審査長の決するところによる。

  



（委員会議） 

第54条 　審査会の会務の処理（審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件の取扱いを

　　　　除く。）は、委員の全員の会議（次項及び第３項において「委員会議」という。）の議

　　　　決によるものとする。

  

　２　 　委員会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができな

　　　　い。

  

　３　 　委員会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決

　　　　するところによる。

  

（支部審査会の組織及び運営） 

第55条 　支部審査会は、委員３人をもつて組織する。

  

　２　 　委員は、学識経験を有する者のうちから従たる事務所の長が委嘱する。

  

　３　 　第53条第３項から第６項まで並びに前条第２項及び第３項の規定は、支部審査会の組織

　　　　及び運営について準用する。この場合において、前条第２項及び第３項中「委員会議」

　　　　とあるのは「支部審査会」と読み替えるものとする。

  

（不服申立ての前置） 

第56条 　第51条第１項又は第２項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請

　　　　求又は再審査請求に対する審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

　　　　ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

1.第51条第１項に規定する審査請求又は同条第２項若しくは第３項に規定する再審

　査請求がされた日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。

2.第51条第１項に規定する審査請求又は同条第２項若しくは第３項に規定する再審

　査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必

　要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

  

　

第６章　雑　則　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

 

（年金たる補償の額の改定） 

第57条 　基金の行う年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著し

　　　　い変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ず

　　　　るものとする。



  

（損害賠償との調整等） 

第58条 　地方公共団体が国家賠償法（昭和22年法律第125号）、民法その他の法律による損害賠

　　　　償の責めに任ずる場合において、基金がこの法律による補償を行なつたときは、同一の

　　　　事由については、地方公共団体は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れ

　　　　る。

  

　２　 　前項の場合において、補償を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法、民法その

　　　　他の法律による損害賠償を受けたときは、基金は、その価額の限度において補償の義務

　　　　を免れる。

　 

第59条 　基金は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に補償を行なつたと

　　　　きは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請

　　　　求権を取得する。

  

　２　 　前項の場合において、補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき揖害賠償

　　　　を受けたときは、基金は、その価額の限度において補償の義務を免れる。

  

（報告、出頭等） 

第60条 　基金又は審査会抄右しくは支部審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認め

　　　　るときは、基金から補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して

　　　　報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案

　　　　を受けさせることができる。

  

　２　 　前項の規定により出頭した者は、自治省令で定めるところにより、旅費を受けることが

　　　　できる。

  

（一時差止め） 

第61条 　基金から補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第１項の規定によ

　　　　る報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだと

　　　　きは、基金は、補償の支払を一時差し止めることができる。

  

（補償を受ける権利） 

第62条 　職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。

  

　２　 　補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。ただ

　　　　し、年金たる補償を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に

　　　　供する場合は、この限りでない。

（時効） 

第63条 　補償を受ける権利は、２年間（障害補償及び遺族補償については、５年間）行なわない



　　　　ときは、時効によつて消滅する。

  

（期間の計算） 

第64条 　この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間の計

　　　　算に関する規定を準用する。

  

（非課税等） 

第65条 　この法律又はこの法律に基づく条例により支給を受けた金品を標準として、租税その他

　　　　の公課を課してはならない。

  

（戸籍に関する無料証明） 

第66条 　市町村長（特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長とする。）は、基

　　　　金又はこの法律若しくはこの法律に基づく条例による補償を受けようとする者に対して、

　　　　当該市（特別区を含む。）町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者

　　　　又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。

  

（通勤による災害に係る一部負担金） 

第66条の２ 　通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員（自治省令で定める職員を除

　　　　く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で自治省令で定める金額を基金に

　　　　払い込まなければならない。

  

　２　 　基金は、前項の一部負担金に充てるため、同項の職員に支払うべき補償の額から当該一

　　　　部負担金の額に相当する金額を控除することができる。

  

　３　 　職１員の給与支給機関は、第１項の職員に支給すべき補償がない場合において当該職員

　　　　に支給すべき給与があるときは、当該職員の給与から同項の一部負担金の額に相当する

　　　　金額を控除して、これを当該職員に代わつて基金に払い込むことができる。

  

（他の法律の適用除外） 

第67条 　労働基準法第８章及び船員法第10章の規定は、職員のうち地方公務員法（昭和25年法律

　　　　第261号）第３条第３項に規定する特別職に属する地方公務員に関して適用しない。

  

　２　 　労働者災害補償保険法の規定は、職員に関して適用しない。

  

（地方公務員法との関係） 

第68条 　この法律の規定により地方公務員の補償を行なう基金の制度は、地方公務員法第３条第

　　　　２項に規定する一般職に属する職員については、同法第45条第４項に規定する制度とす

　　　　る。

  

　



第７章　非常勤の地方公務員　　　　　　　　　　　戻る

 

（非常勤の地方公務員に係る補償の制度） 

第69条 　地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員のうち法律（労働基準法を除く。）に

　　　　よる公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対

　　　　する補償の制度を定めなければならない。

  

　２　 　前項の条例で定める補償の制度は、この法律及び労働者災害補償保険法で定める補償の

　　　　制度と均衡を失したものであつてはならない。

  

（不服申立て等） 

第70条 　前条第１項の規定に基づく条例による補償の実施に関して不服がある者は、当該地方公

　　　　共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。

  

　２　 　前項の規定による審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

  

（職員に関する規定の準用） 

第71条 　第58条、第59条、第62条及び第63条の規定は、第69条第１項の規定に基づく条例による

　　　　補償について準用する。この場合において、第58条及び第59条中「基金」とあるのは　

　　　「地方公共団体」と、第62条第１項中「職員」とあるのは「第69条第１項に規定する者」

　　　　と、同条第２項ただし書中「年金たる補償」とあるのは「年金たる補償に相当する補償」

　　　　と、第63条中「障害補償及び遺族補償」とあるのは「障害補償及び遺族補償に相当する

　　　　補償」と読み替えるものとする。

  

　

第８章　罰　則　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

（罰則） 

第72条 　第20条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ

　　　　る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は

　　　　基金に使用され、その事務に従事する者は、20万円以下の罰金に処する。

　 

第73条 　第60条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を

　　　　提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、10万円以下の罰金に処する。

 

第74条 　この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠つた基金の役員

は、20万円以下の過料に処する。



別　表（第28条の２、第29条関係）　　　　　　　　戻る

1.一眼が失明し、他限の視力が0.1以下になつたもの

2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に

服することができないもの

3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する

ことができないもの

184第５級

1.両限の視力が0.06以下になつたもの

2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3.両耳の聴力を全く失つたもの

4.一上肢をひじ関節以上で失つたもの

5.一下肢をひざ関節以上で失つたもの

6.両手の手指の全部の用を廃したもの

7.両足をリスフラン関節以上で失つたもの

213第４級

1.一限が失明し、他限の視力が0.06以下になつたもの

2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができ

ないもの

4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないも

の

5.両手の手指の全部を失つたもの

245第３級

1.一眼が失明し、他限の視力が0.02以下になつたもの

2.両眼の視力が0.02以下になつたもの

3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

5.両上肢を腕関節以上で失つたもの

6.両下肢を足関節以上で失つたもの

277第２級

1.両眼が失明したもの

2.阻噛及び言語の機能を廃したもの

3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5.両上肢をひじ関節以上で失つたもの

6.両上肢の用を全廃したもの

7.両下肢をひざ関節以上で失つたもの

9.両下肢の用を全廃したもの

313第１級

障害 日数等級



1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの

2.脊柱に運動障害を残すもの 一手の母指を含み二の手指を失つたもの

3.一手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用を廃した

もの

4.一下肢を５センチメートル以上短縮したもの

5.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

503第８級

1.一眼が失明し、他限の視力が0.6以下になつたもの

2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することがで

きない程度になつたもの

3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声

を解することができない程度になつたもの

4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服すること

ができないもの

5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができ

ないもの

6.一手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み三以上の手持

を失つたもの

7.一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手持の用を廃したもの 一足をリ

スフラン関節以上で失つたもの

8.一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一下肢に仮関節を残し、

著しい運動障害を残すもの

9.両足の足指の全部の用を廃したもの 女子の外貌に著しい醜状を残すもの

10.両側の睾丸を失つたもの 

131第７級

1.両限の視力が0.1以下になつたもの

2.阻噛又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3.両耳の聴力が耳に接しなけれは大声を解することができない程度になつたも

の

4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通

の話声を解することができない程度になつたもの

5.脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8.一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失つたもの 

156第６級

4.一上肢を腕関節以上で失つたもの

5.一下肢を足関節以上で失つたもの

6.一上肢の用を全廃したもの

7.一下肢の用を全廃したもの

8.両足の足指の全部を失つたもの 



1.一眼の視力が0.1以下になつたもの

2.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

3.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4.両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難であ

る程度になつたもの

5.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたも

の

6.一手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の二の手指を失つたもの

7.一手の母指の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの又は母

指及び示指以外の三の手指の用を廃したもの

8.一下肢を３センチメートル以上短縮したもの

9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの

10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

302第10級

1.両限の視力が0.6以下になつたもの

2.一眼の視力が0.06以下になつたもの

3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4.両限のまぶたに著しい欠損を残すもの

5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7.両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することができない

程度になつたもの

8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他

耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程

度になつたもの

9.一耳の聴力を全く失つたもの 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服する

ことができる労務が相当な程度に制限されるもの

10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制

限されるもの

11.一手の母指を失つたもの、示指を含み二の手指を失つたもの又は母指及び示

指以外の三の手指を失つたもの

12.一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの

13.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの

14.一足の足指の全部の用を廃したもの

15.生殖器に著しい障害を残すもの

391第９級

6.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

7.一上肢に仮関節を残すもの

8.一下肢に仮関節を残すもの

9.一足の足指の全部を失つたもの

10.脾臓又は一側の腎臓を失つたもの



1.一眼の視力が0.6以下になつたもの

2.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

4.５歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5.一手の小指を失つたもの

6.一手の母指の指骨の一部を失つたもの

7.一手の示指の指骨の一部を失つたもの

8.一手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの

101第13級

1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2.一限のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3.７歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5.鎖骨、胸骨、肋骨、肩肘骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの

6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

8.長管骨に奇形を残すもの

9.一手の中指又は薬指の用を廃したもの

10.一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又

は第三の足指以下の三の足指を失つたもの

11.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

12.局部に頑固な神経症状を残すもの

13.男子の外貌に著しい醜状を残すもの

14.女子の外貌に醜状を残すもの 

156第12級

1.両限の限球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2.両限のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5.両耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができない程度に

なつたもの

6.一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することがで

きない程度になつたもの

7.脊柱に奇形を残すもの

8.一手の中指又は薬指を失つたもの

9.一手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の二の手指の用を廃した

もの

10.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

11.胸腹部臓器に障害を残すもの 

223第11級

11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 



1.一限のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

2.３歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3.一耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができない程度に

なつたもの

4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5.下肢の霧出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6.一手の小指の用を廃したもの

7.一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

8.一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたも

の

9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

10.局部に神経症状を残すもの

11.男子の外貌に醜状を残すもの

56第14級

9.一下肢を１センチメートル以上短縮したもの

10.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの

11.一足の第二の足指の用を度したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃し

たもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 


